
電話

（第 １ 章）

（第 ３ 節）

（第2･3

①

②

③

①

②

児童（18歳未満）の非行、虐待、引きこもりなど家庭だけでは解決できない問題や悩み
を抱え、専門的支援を必要としている家庭とその児童及び関係機関と支援者

ひとり親家庭の支援・児童の健全育成

2,623

北広島市福祉事務所の家庭児童の福祉に関する相談指導業務の充実強化を図
り、専門的技術を持つ専任の家庭児童相談員による相談支援活動により、要支援
家庭における適正な児童養育、その他家庭の児童福祉の向上を図る。

　専門的知識に精通し、北広島市地域性に熟知した非常勤専任相談員１名の継続的雇用による相談業務
　○相談窓口の広報活動（リーフレット作成配付・市広報の活用）○「こんにちは赤ちゃん事業」を実
　　施する健康推進課や民生委員児童委員・主任児童委員・青少年課との連絡調整
　○要保護児童対策調整機関として、代表者会議・実務者会議・個別ケース検討会議を調整し、対応す
　　る。

　専門的知識に精通し、北広島市地域性に熟知した非常勤専任相談員１名の継続
的雇用による相談業務
　○相談窓口の広報活動（リーフレット作成配付・市広報の活用）
　○民生委員児童委員・主任児童委員・青少年課・健康推進課と連絡調整し、情
　　報共有化を図る。
　○要保護児童対策調整機関として、代表者会議・実務者会議・個別ケース検討
　　会議を調整し、対応する。
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国支出金

20年度（予算）

直接事業費
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（単位：千円）

２　実　施　（ドゥ）

八町史郎

作成部署 保健福祉部児童家庭課

部長職名 岩泉功一

【事業費の推移】

18年度（決算）

2,623

地方債

一般財源 2,3922,247 2,623

2,623

区　　　　分

0.05 0.05

2,247 2,392①合　計

 活動指標
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③1人当り年間平均人件費
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児童福祉

安全で安心できるまち
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　児童福祉法第１０条　北広島市家庭児童相談室設置規程

目　　的

意　　図
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■

□

□

□

今後の方向性

　 内部評価委員会
   の総合判定

　①平成20年度より開始される「こんにちは赤
ちゃん事業」と、②児童虐待通報による48時間内
の安全確認と、③被虐待の家庭を高リスク家庭と
判断し被虐待児童の兄弟を積極的に一時保護する
ことなどが必要になることから、関係機関との連
携・実務者の研修を更に強化し対応する。また、
相談員の相談体制の強化については、今後、検討
するものとする。

　相談件数や個別状況を検証しながら体制の強化
について検討していく。

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止
□終了

□拡大重点化

　　■有　　　　□無

【１次評価】

■拡大重点化
□現状継続

　 事務事業担当
　 部局の総合判定

　非常勤職員１名の報酬は固定しており、妥当で
ある。
　母子自立支援員と連携を強化して実施してお
り、問題ない。

・受益者負担は適正か。
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
　ていないか。

　要保護児童の相談業務のため、受益者負担はな
じまない。

評点区分 　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

4

 法律で実施が義務付けられている事務事業か

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか。（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか。
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

4
効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か。
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か。
　（公共性・公益性の度合）

公
平
性

有
効
性

外部評価
委員会の
総合判定

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。
民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）

□統合

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

□見直し

前年度の
２次評価

判　　定

現状継続

今後の方向性

　関係機関と連携を密接にして、事業を進めること。

[※参考]

今後の方向性（課題と解決方法等）

■現状継続
□見直し

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

整理番号 19-2

　要保護児童の対応について、市町村が児童相談や問題
対応の第一義的窓口になっている。特に、児童虐待につ
いては、48時間以内に直接目視での安全確認を実施する
こととなり、兄弟姉妹についてはハイリスクケースとし
て、積極的に対応することとなり、市町村の役割がます
ます高まっている。

　相談件数の実数は、減少しているが、延べ相談
件数は、850件から870件へ増加しており、１件の
相談の困難性は、ますます増すばかりで、目標と
しては十分達成している。

4

妥
当
性

□休・廃止
□終了

３　評　価　（チェック）

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か。
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か。
　（手段有効度合）


